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第 ８ 回  熊本県議会 ＴＰＰ対策特別委員会会議記録 

 

平成28年９月27日(火曜日) 

            午後１時10分開議 

            午後１時46分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

（１） ＴＰＰ交渉に関する件 

ＴＰＰの現状について 

 （２）ＴＰＰ協定に対する意見書の提出に

ついて 

 （３）付託調査事件の閉会中の継続審査に

ついて 

 （４）その他 

――――――――――――――― 

出席委員(14人) 

        委 員 長 前 川   收 

        副委員長 藤 川 隆 夫 

        委  員 山 本 秀 久 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 村 上 寅 美 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 池 田 和 貴 

                委   員 森   浩 二 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 髙 野 洋 介 

        委  員 楠 本 千 秋 

                委  員 西 山 宗 孝 

        委  員 大 平 雄 一 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 企画振興部 

         部 長 島 崎 征 夫 

政策審議監 山 本 國 雄 

      首席審議員兼 

企画課長 吉 田   誠 

知事公室 

       政策調整監 府 高   隆 

 総務部 

        人事課長 平 井 宏 英 

 健康福祉部 

健康福祉政策課長 野 尾 晴一朗 

健康危機管理課長 岡 﨑 光 治 

医療政策課長 松 岡 正 之 

国保・高齢者医療課長 髙 水 真守生 

薬務衛生課課長補佐 稲 生 一 成 

環境生活部 

首席審議員兼 

    環境政策課長 村 井 浩 一 

くらしの安全推進課長 猿 渡 信 寛 

商工観光労働部 

     政策審議監兼 

商工政策課長 磯 田   淳 

産業支援課長 三 輪 孝 之 

企業立地課長 岡 村 郷 司 

国際課政策監 末 藤 尚 希 

 農林水産部 

         部 長 濱 田 義 之 

生産経営局長 川 口 卓 也 

  首席審議員兼 

農林水産政策課長 白 石 伸 一 

農産園芸課長 酒瀬川 雅 士 

畜産課長 中 村 秀 朗 

林業振興課長 三 原 義 之 

水産振興課長 木 村 武 志 

土木部 

   監理課長 藤 本 正 浩 

出納局 

管理調達課長 石 川   修 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     政務調査課主幹 福 島 哲 也 

     議事課課長補佐 下 﨑 浩 一 

―――――――――――――― 

午後１時10分開議 
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○前川收委員長 ただいまから、第８回ＴＰ

Ｐ対策特別委員会を開催いたします。 

 なお、本委員会に１名の傍聴の申し込みが

あっておりますので、これを認めることとい

たします。 

 では、まず、私のほうから御挨拶をさせて

いただきます。 

 今回、ＴＰＰ対策特別委員会の委員長にな

りました前川でございます。４月に発生しま

した平成28年熊本地震のために、今回が今年

度初めてのＴＰＰ対策特別委員会となりま

す。藤川副委員長とともに、本委員会の円滑

な運営に努めてまいりたいと思いますので、

皆様の御協力をよろしくお願い申し上げたい

と思います。 

 さて、本委員会におきましては、平成25年

６月に設置をし、これまでＴＰＰをめぐる現

状等について、執行部を通じしっかりと把握

を行った上で、時期を逸することなく意見書

の提出や決議を重ねてきたところでございま

す。 

 ここへ来て、御承知のとおり、ことし３月

に、政府が提出しましたＴＰＰ承認案と関連

法案が、昨日開会いたしました臨時国会にお

いて審議されるという予定であり、今国会の

優先的な審議事項の一つだというふうにも聞

いておるところでございます。 

 一方で、日本とアメリカが承認しないと成

立しないＴＰＰでありますが、アメリカの大

統領選挙、11月８日が投票日ということにな

っておりますが、政府は、それまでに衆議院

の通過を目指すというような報道もあるとこ

ろでございます。 

 今後、国内のＴＰＰ承認手続は、いよいよ

最終局面ということになってくるというふう

に思っておりますので、執行部としっかり情

報を収集、共有をしながら取り組んでまいり

たいと考えておりますので、どうぞよろしく

お願いを申し上げたいと思います。 

 時間の都合で、副委員長の御挨拶は割愛さ

せていただきます。よろしくお願い申し上げ

ます。 

 次に、執行部を代表して、島崎企画振興部

長から御挨拶をお願いいたします。 

 

○島崎企画振興部長 委員会開会に当たり、

執行部を代表いたしまして御挨拶を申し上げ

ます。 

 前川委員長、藤川副委員長を初め委員の皆

様方におかれましては、当委員会に付託され

ましたＴＰＰ交渉の件につきまして、御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 国が交渉に参加する直前の平成25年６月に

設置以来、これまで17回の委員会による御審

議や、時宜にかなった決議や意見書の採択な

ど、活発な委員会運営に対しまして、改めて

御礼申し上げます。 

 県では、このＴＰＰに関し、昨年10月の協

定交渉の大筋合意を受け、知事を本部長とし

た県対策本部を設置し、情報収集や必要な対

策の検討とともに、県議会と連携した国への

要望活動を行ってまいりました。 

 また、国は、昨年11月に決定した総合的な

ＴＰＰ関連政策大綱に基づき、昨年度の補正

予算から予算措置を講じ始め、今般の経済対

策においても関連施策を打ち出しておりま

す。 

 一方、ＴＰＰの発効に不可欠な米国の承認

につきましては、11月の大統領選挙の影響も

あり、時期が見通せないとされる中、安倍総

理は、ＴＰＰ協定の承認と関連法案の成立を

臨時国会における主要課題として挙げ、早期

成立を目指すとの報道もございます。 

 平成28年熊本地震への対応のさなかではご

ざいますが、引き続き重要課題としてＴＰＰ

に対応していく必要がございます。 

 本年度１回目となります本日の委員会で

は、ＴＰＰをめぐる現状等について御報告さ

せていただきます。 

 ＴＰＰをめぐる情勢を注視しつつ、執行部
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といたしましても、県議会の皆様と連携しな

がら、緊張感を持って精いっぱい頑張ってま

いりますので、御指導のほどよろしくお願い

いたします。 

 

○前川收委員長 次に、執行部関係部課職員

の自己紹介でありますが、副委員長の御挨拶

も割愛いたしましたので、皆さん方のお手元

の座席表をもって自己紹介にかえさせていた

だきたいというふうに思います。よろしゅう

ございますか。 

  (「はい」と呼ぶ者あり) 

○前川收委員長 ありがとうございます。 

 それでは、審議に入ります。 

 まず、執行部からＴＰＰの現状についての

説明の後に、一括して質疑を受けたいと思い

ます。 

 では、説明をお願いします。 

 

○吉田企画課長 企画課の吉田でございま

す。 

 本年２月の署名により内容が確定しました

ＴＰＰ協定につきましては、現在、各国が発

効に向けた国内手続を進めるということとな

っております。 

 我が国におきましては、委員長からもござ

いましたとおり、さきの通常国会でＴＰＰ協

定の締結の承認及び締結に伴う関係法律の整

備に関する法律案の審議、これが開始されて

おります。そして、閉会中審査という扱いに

なっております。 

 昨日召集された臨時国会において、再び審

議されることが見込まれますので、本日は、

こうした動きなども含めて、後ほど御説明を

いたします。 

 まず、お手元の資料１ページをごらんくだ

さい。 

 ＴＰＰ大筋合意以降の国の主な動きとこれ

からの予定についてまとめております。 

 まず、ＴＰＰにつきましては、我が国は、

平成25年７月に交渉参加ということで、昨年

10月５日に大筋合意、本年２月４日に署名と

いうことになっております。 

 下線を引いておりますが、３月８日に、政

府は、国会に対して、ＴＰＰ協定及びその関

連法案について提出をしております。 

 なお、下の括弧にありますとおり、さきの

通常国会においては、審議入りしましたが、

承認に至らず、閉会中審査という扱いになっ

ております。 

 次に、５月17日でございますが、ＡＰＥＣ

の貿易担当大臣会合の開催に合わせて、ペル

ーでＴＰＰ閣僚会合が開催されております。 

 さらに、その下でございます。 

 関連法案につきましては、今臨時国会で再

び審議される予定となっております。 

 ２ページをごらんください。 

 ２ページにつきましては、県議会、県の主

な取り組みでございます。 

 下線部分でございますけれども、２月29日

に、県議会から、ＴＰＰ協定に対する意見書

を提出いただいております。 

 また、６月23日及び24日ですが、熊本地震

からの復旧・復興に関する要望活動に合わせ

て、副議長と副知事による政府への要望を実

施しております。 

 続いて、３ページをごらんください。 

 ３ページには、２月定例会における県議会

の意見書を掲載しております。 

 中段の記以下でございますが、１において

は、国会における十分な審議、２で、農林水

産業への万全な対策、３は、食の安全、安心

を確保する万全の対策を求める内容というこ

とで、提出をしていただいております。 

 続きまして、４ページをごらんください。 

 先ほど御説明しました、６月23、24日に、

政府に対して要望を行った事項について抜粋

をしております。 

 続きまして、５ページをごらんください。 

 表題にＴＰＰとはとありますが、これは政
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府の対策本部がホームページに掲載している

ＴＰＰのメリットなどに関する説明の部分を

抜粋させていただいております。 

 １番目の四角でございますが、21世紀型の

新たなルールの構築という部分では、ＴＰＰ

は幅広い分野で21世紀型のルールを構築する

ものだというふうにされております。 

 ２番目の四角につきましては、中小・中堅

企業、地域の発展への寄与では、大企業だけ

でなく、中小企業や地域の産業が活躍の場を

広げていくことが可能となるというふうにさ

れております。 

 また、３番目の四角の長期的な戦略的意義

という部分では、最後の２行部分でございま

すが、アジア太平洋地域において、普遍的価

値を共有する国々との間で経済的な相互依存

関係を深めていくことは、地域の成長、繁

栄、安定にも資するというふうに説明されて

おります。 

 続きまして、６ページをごらんください。 

 ３月に、政府が国会に提出しておりますＴ

ＰＰ協定の締結に係る承認案等についてで

す。 

 これは、環太平洋パートナーシップ協定、

ＴＰＰ協定の締結について承認を求める件と

して、協定は本体、次に、環太平洋パートナ

ーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に

関する法案、これとして、関係する11の法律

を一括して改正する法律案というふうになっ

ております。 

 次に、資料をおめくりいただきまして、７

ページをごらんください。 

 これは、１ページで御説明をしました、５

月に行われました環太平洋パートナーシップ

閣僚会合の共同声明を掲載しております。 

 真ん中の丸の部分に紹介しておりますが、

閣僚は、各国の国内手続の完了に向けて、誠

実に取り組んでいるというふうにされており

ます。 

 続いて、次に、資料の８ページでございま

す。 

 ８ページから９ページにかけましては、Ｔ

ＰＰ協定に関するＱ＆Ａということで、これ

はさきの通常国会終了後の６月21日に公表さ

れたものでございます。 

 まず、８ページの部分でございますが、政

府の情報開示は不十分なのではないですかと

いう問いでございますが、左側の部分で一番

上の丸の下線部分でございますけれども、約

300回実施してきた説明会等で、合意内容に

関しては、情報を全て提供して、丁寧に説明

をしてきていますとしております。 

 左側の４番目の丸の下線では、外交交渉の

性格上、交渉過程での各国との具体的なやり

とり等については、仮にこれを開示すると、

相手国との信頼関係が損なわれ、また、我が

国の手の内をさらすことで、類似の交渉に悪

影響を与えかねませんとされており、交渉過

程の開示には制約があると、政府は説明をし

ております。 

 また、９ページでございます。 

 こちらは、政府が行った経済分析は、前提

がお手盛りで、恣意的な試算ではないかとい

う問いでございます。 

 答えとして、左側の３番目の丸の下線でご

ざいますが、この分析は、ＧＴＡＰという世

界中で一般的に使われている国際貿易分析モ

デルを用いていますとしておりまして、４番

目の丸でございますが、公表をするに当たっ

て、この分野に精通した国際経済学者３名に

よる学術的な確認を経ていることから、前提

がお手盛りで恣意的との批判は当たらないと

いふうに政府は説明しております。 

 次に、10ページをごらんください。 

 ＴＰＰ協定の発効規定でございます。 

 これは昨年度の委員会でも御説明しました

が、改めて御説明をさせていただきます。 

 まず、ＴＰＰの発効規定につきましては、

署名日が２月４日でございます。この２月４

日を基準として、３つのケースがございま
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す。 

 まず、ケース１ですけれども、全ての原署

名国が国内法の手続を完了したということ

で、その通知をした60日後からＴＰＰ協定は

発効、有効となるというのがケース１でござ

います。 

 ケース２につきましては、署名の日から２

年の期間内に要件が満たされた場合について

は、署名の２年後、本年の２月４日に署名し

ておりますので、２年後の２月３日から60日

後に発効するというものがケース２でござい

ます。 

 ケース３につきましては、署名の日から２

年以降たった場合に要件が満たされた場合、

その日から60日後が発効日となるということ

で、じゃあこの要件は何かというのが右上の

ほうの四角で囲んでおりますけれども、こち

らが、原署名国のＧＤＰの合計の85％以上を

占め、かつ、少なくとも６の原署名国が国内

法上の手続を完了したという旨を通報すると

いうことが要件となっております。 

 ＧＤＰの85％以上の規定がございますの

で、発効に当たっては、必然的に日米両国の

参加というのが不可欠というふうになってお

ります。 

 続きまして、11ページのほうをごらんくだ

さい。 

 ＴＰＰ協定の締結に際して想定される各国

の国内手続というものを、この政府の資料か

ら抜粋をしております。 

 表の部分ですけれども、まず、協定の議会

承認というものが制度上必要でない国という

ものがあるようでございます。これはブルネ

イ等でございますけれども、ブルネイ等を除

く各国において、国内担保法は別途議会承認

が必要というふうになっております。 

 表については、一番下が日本でございます

が、国会の承認が必要とされています。 

 なお、ブルネイについては、国内担保法の

議会承認、これは不要でございますが、手続

上、議会の審議は必要というふうになってお

ります。 

 現時点で、どこか特定の国が国内手続を終

了させた、そういった報道等はございませ

ん。 

 次に、12ページをごらんください。 

 政府の戦略等におけるＴＰＰ協定に関する

事項としておりますが、こちらの本年度に閣

議決定された戦略などにおいて、ＴＰＰがど

のように位置づけられているかをまとめたも

のでございます。 

 攻めの農林水産業の展開というものを中心

に、中小企業等の海外展開支援、こういった

ものが打ち出されております。 

 次に、資料をおめくりいただきまして、13

ページをごらんください。 

 13ページと14ページにつきましては、内閣

官房のＴＰＰ政府対策本部、こちらの組織が

取りまとめました総合的なＴＰＰ関連政策大

綱を実現するための予算内訳というものを掲

載しております。 

 １のＴＰＰの活用促進、２のＴＰＰを通じ

た強い経済の実現、３の分野別施策展開に掲

げられた項目について、合計で27年度補正予

算で4,857億円、28年度当初予算で1,582億円

の予算が計上されているところでございま

す。 

 次に、資料をおめくりいただきまして、15

ページのほうをごらんください。 

 こちらは、今年度、28年度の補正予算案、

いわゆる経済対策の予算と来年度の概算要求

におけるＴＰＰに関連した予算について掲載

をしております。 

 こちら、各省庁のホームページの補正予算

や概算要求の関係資料から抜粋をしておりま

す。 

 まず、農林水産省につきましては、ＴＰＰ

関連政策大綱の着実な実現という柱立てで、

補正予算において計3,453億円、こちらが計

上されております。 
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 下の部分ですが、経済産業省におかれて

は、来年度の概算要求において、ＴＰＰを契

機とした農商工連携、輸出力強化として、中

小・小規模事業者の海外展開支援、こちらを

挙げていただいております。 

 次に、16ページをごらんください。 

 16ページから17ページにおきましては、本

県が今年度実施した企業向けＴＰＰに関する

実態意向等調査、この結果についての概要で

ございます。 

 こちらのアンケートは、対象は、事業活動

に影響が生じる可能性がある業種に絞って、

1,163の事業所に対して調査票を送付いたし

ました。４月から６月までの期間に、327の

事業者から回答が得られております。 

 結果の概要を下に掲載しております。 

 (1)の部分でございますが、ＴＰＰ協定に

関する全体的な受けとめについて尋ねたもの

でございます。 

 結果は、点線の四角で囲んでおりますが、

脅威よりもチャンスと認識している事業者の

割合が高くなっておりますけれども、４割以

上の事業者がまだ不明点が多いというふうに

お答えをされておられます。 

 (2)では、輸入品の増加による価格競争の

激化や食の安全に対する懸念等のＴＰＰ協定

のマイナス面の影響への対応意向についてお

尋ねをしております。 

 農畜産業、水産業、卸売・小売業、飲食料

品製造業、こういった事業者が、取り組みの

必要がある、将来的には検討したいとする割

合が比較的高い結果となりました。 

 次に、17ページをごらんください。 

 (3)に、ＴＰＰを契機とした海外展開の取

り組み意向についてでございます。 

 海外展開に関心はないという事業者が過半

を占めておりますけれども、積極的に取り組

みたい、検討したいとする海外展開に前向き

な事業者も存在をしているところでございま

す。 

 (4)では、海外展開に係る課題について、

(3)で前向きに捉えている事業者にお尋ねを

しております。 

 輸出や海外進出を行うに当たって、マーケ

ティング等の情報であったり、人手不足や人

材不足といった、こういった人に関する課題

を回答した事業者が多い結果になりました。 

 (5)については、アンケート調査と並行し

て、業界団体等を対象としたヒアリング調査

を実施した結果でございます。 

 結果については表のとおりでございます

が、農林水産業の関係団体からは、ＴＰＰを

脅威として捉えている傾向がうかがえると思

っております。 

 本調査の結果につきましては、今後、中小

企業の海外展開等の施策に活用してまいりた

いというふうに思っております。 

 最後になりますが、昨日召集された臨時国

会におきましては、ＴＰＰの承認が最大の焦

点とも報道されているところでございます。 

 安倍総理大臣におかれましては、これに先

立つ９月23日、キューバ訪問の際の内外記者

会見におきまして、日本の国会の承認が得ら

れれば、ＴＰＰの早期発効は弾みとなるとい

うことから、臨時国会でＴＰＰの承認が得ら

れ、関連法案が成立するよう、全力で取り組

んでいきたいというふうに発言されておられ

ます。 

 また、審議状況だけではなくて、昨年決定

した政策大綱において、検討の継続項目とさ

れました生産資材価格形成の仕組みの見直

し、収入保険制度などの議論についても注視

し、迅速、適切に対応していく必要があると

思っております。 

 執行部といたしましては、政府の動きを捉

えまして、引き続き県議会の皆様とも連携し

ながら、効果的な対策を講じてまいりたいと

考えておりますので、どうぞよろしくお願い

します。 

 説明は以上でございます。 
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○前川收委員長 以上で執行部からの説明が

終わりましたので、これより質疑に入りま

す。 

 質疑はございませんか。 

 

○村上寅美委員 我々は、４ページに抜粋し

てあるけど、要望を国に出してありますね。

４ページ、５ページね。そうすると、最終的

なところで14ページに、農林水産の問題で具

体性が出ているようですけど、我が県とし

て、ＴＰＰそのものはとまらないということ

でも、これはやるべきだと思いますよ、ＴＰ

Ｐそのものは。しかし、その前にやらなくち

ゃいけないということは、国内の農林水産業

――だけじゃないけど、まあきょうは農林水

産業に対して言うけどね。やっぱり担い手育

成を、これは具体的に書いてあるけど、県と

しては、どういう感覚で今後押していこうと

しているのか、それをちょっと聞きたいと思

うんだよね。国をじっと待っとって要望する

ということじゃなくて。 

 熊本県というのは、やっぱり全国でも有数

の農林水産県でしょう。農業県か。だとする

なら、やっぱりリーダーシップというか、前

向きに、前向きに、これしかないんだという

ような具体的政策を熊本県でもとるべきだと

思うけど、どうなの、課長、その辺は。今

後、どういうふうに考えているか。 

 

○白石農林水産政策課長 村上委員おっしゃ

いましたとおり、我が県は日本有数の農業県

と、農林水産業県ということでございまし

て、今回のＴＰＰ問題につきましては、非常

に大きな懸念を持っているという現状認識を

持っております。これは農業団体とかもそう

でございますけれども。 

 そういう中で、我々としましては、総論的

には、これまで国に先駆けて取り組んできた

農地集積、それから担い手への集積とか、そ

れから輸出への取り組み、それから６次産業

化の取り組み、それから基盤整備など、総合

的にしっかり取り組みを進めて、そして、し

っかり、先生おっしゃったように、担い手に

も安心していただくような施策に取り組んで

いきたいというふうに思っているところでご

ざいます。 

 特に、今回の経済対策の中で、約3,500億

円の国の政策大綱に伴う予算が出てきました

ので、それに即応する形で、例えば産地パワ

ーアップ事業とか畜産クラスター事業とか、

非常に懸念されている部分について、県とし

ても、しっかり予算を計上して取り組んでい

きたいというふうに思っております。 

 

○村上寅美委員 さっき、有明海問題でも、

同じ問題をわしと会長と提言したこともある

んだけど、具体的にいい政策があるわけよ。

基盤整備事業なんかも、国がどんどん推進し

ている、県も推進している。ただ、推進の度

合いがなかなか、個々に親方日の丸で、個々

に来たのを一つにしようということだから、

いいことはわかっとっても、波長を合わせる

のに苦労するから、その辺は強い国、県の行

政主導というのが僕は必要だと思うんです

よ。 

 だから、これを積極的に、まず基盤整備を

中心に――３～４％は間違いなく減っていく

んだから、もう生産者は減っていくんだか

ら、それなら基盤整備してスケールメリット

を太く持っていかんと、北海道のまねはでけ

ぬでも、熊本は熊本なりの農業でやっていか

なくちゃいかぬ。特に、今言われた畜産と

か、ほとんどの農業がもろに来るんですよ、

これは。だから、ＴＰＰに反対だどうだじゃ

なく、ＴＰＰというと、やっぱり資源のない

日本としてはこれは絶対必要性のあることだ

から、ＴＰＰがあろうとなかろうと、さっき

もちょっとうちのほうで幹部と話をしたんだ

けど、これはやらないかぬわけたい、担い手



第８回 熊本県議会 ＴＰＰ対策特別委員会会議記録（平成28年９月27日） 

 - 8 - 

づくりを。そこをもうちょっと積極的に行政

に携わってもらいたいということを、答えが

ないなら、要望しときます。もういいです。 

 

○前川收委員長 よろしいですか。 

 

○村上寅美委員 はい。 

 

○前川收委員長 どうぞほかに質問はござい

ませんでしょうか。 

 

○松田三郎委員 企画課長の説明で、資料10

ページあたりだと思いますが、要件とかの発

効のシミュレーションとか、御説明いただき

ました。 

 冒頭、委員長の御発言にもありましたよう

に、最近この話をしますと、どうせ次のアメ

リカの大統領候補、２人とも反対、強硬に反

対か、どちらかといえば反対という、どっち

にしろ反対なんだから、日本も、この臨時国

会でというか、承認する必要はないんじゃな

いだろうかという、どちらかというと反対の

方々の御意見もあります。 

 一方では、いやいや、そうではなくて、オ

バマ政権の間にアメリカ議会でも承認ができ

るように、まず日本が承認をして、アメリカ

にも承認しやすい環境をつくるべきだという

話とか、仮に日本が承認してアメリカがだめ

になっても、アメリカを悪者にすればいいん

だとか、いろいろ幾つかそういうお考えがあ

るようでございます。 

 たらればではありますし、後のことを――

今決まっているわけじゃないとは思います

が、どれか運悪くといいますか、運よくとい

いますか、発効しない状況になった場合に、

その後――スキームが決まっているわけじゃ

ないでしょうけれども、推測なり、あるいは

国でこういう何か検討がなされているという

のがもし課長の中であれば、例えばアメリカ

が反対するなら、アメリカ抜きでやれるのか

とか、あるいはそれは原則というか、２国間

協定にならざるを得ないんだろうかというよ

うな話が、まあいずれ現実的になる可能性も

ゼロではないので、何かその私見も含めまし

てありましたら。 

 

○吉田企画課長 難しい質問でございます

が、先ほど10ページでまず発効規定を御説明

いたしましたが、こちらはちょっと私の説明

がわかりにくかったですが、いずれにせよ、

３パターンあるうちのケース１は、全部の国

がオーケーだと言った場合には、オーケーと

最後の国が言った日の60日後からと、簡単に

言うとそういうことでございます。 

 ケース２については、全部の国はオーケー

ではないけれども、アメリカと日本を含む―

―これは必ず含む。６カ国がオーケーな場合

には、２月４日から２年後の2018年の２月３

日からＴＰＰ協定が発効しますというのがケ

ース２のパターンでございます。 

 ケース３のパターンは、今までの話は、こ

の２年間、２月４日から２年間の話でござい

ますが、ケース３については、２年以降、20

18年の２月４日以降にアメリカと日本を含む

６カ国がようやくオーケーだということにな

った場合、そのオーケーになった日の60日後

からＴＰＰが行くということになっておりま

す。 

 先ほど松田委員からお話がありましたが、

こういった形になっておりますので、日米の

交渉というのはマストになっておりますの

で、基本的には、このＴＰＰの枠組みにおい

ては、日本とアメリカというものが国内手続

を承認しない限り絶対に発効しない、そうい

う仕組みになっております。 

 たらればの話は余りできないんですが、仮

にどちらか、もしくは両方が発効しないとい

うことになれば、ＴＰＰ協定というものはそ

もそも、合意はしたけれども、発効しないと

いう状態になりますので、経済連携協定を結
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ぶのであれば、別の枠組み、全く別の枠組み

でやるか、もしくはいわゆるバイ交渉です

ね、２カ国間で――多国間でなく、２カ国間

でそれぞれ経済連携協定を結んでいくという

のは、一つのやり方という形になっておりま

す。 

 ちょっとぼやっとして恐縮ですが、以上で

ございます。 

 

○松田三郎委員 わかりました。それはわか

ります。 

 ちょっと確認ですけれども、じゃあ、最大

で２年を経過、ケース３の場合、２年の期間

を経過した後に要件が満たされた日があって

60日といえば、最大どこになるんですか。20

18年４月……発行しない……最大はないん

だ。 

 

○吉田企画課長 最大は、いつまででもとい

うことになりますね。 

 

○前川收委員長 ちょっと関連して私から聞

いていいですか。済みません、松田委員。 

 

○松田三郎委員 どうぞ、いいです。 

 

○前川收委員長 例えば日本が否決した場

合、要件はもう絶対満たされないということ

になる場合は、どの時点も関係ない、その時

点で終わるわけですか。要するに、否決とな

った場合。それはちょっとケースになってな

いんだけど。 

 

○吉田企画課長 それは、先生、詳細はちょ

っと確認しないといけないんですけれども、

発効はそもそもできない状態になります。ア

メリカと日本、どちらか否決してしまえば、

それは…… 

 

○前川收委員長 もう御破算。 

 

○吉田企画課長 御破算という形になりま

す。再議決とか、そういった手続が可能かど

うかちょっと確認をしないといけないんです

けれども、否決ということで、もう承認しな

いというのが国内の手続上明らかになってし

まえば、それはアメリカと日本が入らないＴ

ＰＰ協定というのは、発効はしない形になり

ます。 

 

○前川收委員長 わかりました。 

 

○村上寅美委員 それは、どういう日本の力

というか、アメリカ――日米はわかるよ。日

米はわかるけど、日本かアメリカがしないと

言った場合、全部が崩れていく…… 

 

○前川收委員長 そもそもそういう協定なん

です、これは。要件がそこになっています。 

 

○村上寅美委員 何でそがん日本は強かつ

ね。 

 

○吉田企画課長 10ページの右上のほうに、

ちょっと小さい字で恐縮ですが、要件という

ところに書かせていただきましたけれども、

要件が、このＧＤＰの合計が85％以上を占め

るとありますので、日本は、このＴＰＰ協定

に参加している国の中でのＧＤＰの割合が 

17％ございます。ですので、日本が抜けてし

まえば、85％以上という、ＴＰＰはそもそも

枠組みの中でのここの要件を満たさなくなる

ということですので、日本が合意をしないと

発効しないという、そういう仕組みになって

います。 

 

○村上寅美委員 アメリカは。 

 

○吉田企画課長 約６割です。 
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○前川收委員長 つまり、アメリカ、もしく

は日本がこれを抜ければ、これはそもそも御

破算になるだろうと、もう要件には合わなく

なるということです。 

 

○村上寅美委員 わかりました。 

 

○前川收委員長 ほかにございませんでしょ

うか、質疑は。よろしいですかね。今まで説

明いただいた分についての質疑はよろしいで

すか。 

  (「はい」と呼ぶ者あり) 

○前川收委員長 じゃあ、質疑はこれをもっ

て終了いたします。 

 次に、ＴＰＰ協定に対する意見書の提出に

ついて、御審議をお願いいたします。 

 お手元に意見書(案)をお配りしております

ので、御一読をいただきたいと思います。お

手元にございますかね、皆さん。 

  (「はい」と呼ぶ者あり) 

○村上寅美委員 委員長、読み上げぬと。 

 

○前川收委員長 読み上げは各自でお願いい

たします。御一読です。 

 

○村上寅美委員 この１番の米、麦、牛肉・

豚、乳製品、これに限定してって…… 

 

○前川收委員長 これは、そもそも重要５項

目という国会決議の中で盛り込まれた…… 

 

○村上寅美委員 これがおかしかもん。 

 

○前川收委員長 それに倣っております。 

 

○村上寅美委員 これだけ重要視するって、

やっぱり農は全体的に、農水というのは基準

は一定でないといかぬと思うがな、おれは。 

 

○前川收委員長 これまでのＴＰＰ対策特別

委員会で意見書を出してきた中においても、

国会で出された意見書に対して、重要５項目

の遵守というものが国会の中で意見書が通っ

ておりますので、それに準じた形で重要５項

目ということで書かせていただいております

が、もちろん重要５項目を最優先でありまし

て、農業全般であることは間違いございませ

ん。もう項目を書き始めたら全部になります

から…… 

 

○村上寅美委員 全般でいいですか。全般と

して、感じ持っとっていいですか。 

 

○前川收委員長 いいです。 

 特に影響が出る５項目という言い方なんで

すね、そもそも国のほうは。特に影響が懸念

される５項目ということだったね、たしか、

特別決議は。(「２番目」にと呼ぶ者あり) 

 ２番目に、この意見書の中では、村上委

員、２番目に「地方の基幹産業である農林水

産業への影響が及ばないよう、既存の農林水

産予算に支障を来すことなく必要な予算を確

保する」ことなど、万全の対策を実行してい

ただきたいというような形での書き込みをさ

せていただいております。 

 

○村上寅美委員 及んではならないて言うと

かないかぬ。 

 

○前川收委員長 それは同じ言いようです

ね。 

 ほかに意見書の内容について、御一読され

た上での質疑はございませんでしょうか。 

  (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○前川收委員長 よろしいですかね。 

  (「はい」と呼ぶ者あり) 

○前川收委員長 特に、この11月国会で、非

常に正念場を迎える状況の中で、これから審

議が始まると思いますので、時宜を得た意見

書になるというふうに思っておりますので、
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ぜひこれを出させていただきたいというふう

に思います。 

 内容についての御質疑がなければ、これか

らお諮りをいたしたいと思います。 

 それでは、この意見書(案)を議長に提出し

たいと思いますが、御異議ございませんか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○前川收委員長 全会一致で異議なしという

ことでございますので、このとおりに出させ

ていただきたいというふうに思います。 

 次に、閉会中の継続審査についてお諮りい

たします。 

 本委員会に付託されました調査事件につい

ては、審査未了のため、次期定例会まで本委

員会を継続して審査する旨、議長に申し出る

こととしてよろしいでしょうか。 

  (「はい」と呼ぶ者あり) 

○前川收委員長 異議なしと認め、そのよう

にいたします。 

 次に、その他に入りますが、その他で何か

ございませんでしょうか。 

  (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○前川收委員長 よろしいですか。 

  (「はい」と呼ぶ者あり) 

○前川收委員長 なければ、これをもちまし

て本日の委員会を閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

  午後１時46分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により
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